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    ◆ご案内◆ 

◆利用対象者◆ ≪１８歳以上が対象≫ 

 ※主に知的障害の方が対象の施設です。 

・自力で通所が可能な方 

◆利用期間◆ 

・生活訓練 ２年間 ・就労移行支援 ２年間 

◆利用料◆ 

前年度の所得等により異なります。 

詳しくはお問合せください。 

◆開所時間◆ 

平日 月～金 （土日祝 休み） 

・生活訓練    10:00～15：00 

・就労移行支援  9:00～16：00 

調布市知的障害者援護施設 

ワークライフカレッジ

すとっく

運営（社福）調布市社会福祉事業団 

◆ お問い合わせ先 ◆ 

調布市社会福祉事業団 ワークライフカレッジ すとっく 

ＴＥＬ：042-444-0571 

FAX：042-444-0572 

Mail:college-s@jigyodan-chofu.com 

 

    ◆アクセス◆ 

≪住所≫ 

〒１８２－００２２ 調布市国領町 7-34-1-2F 

 

≪各所からのアクセス≫ 

・京王線 国領駅より 

小田急バス／狛江市北口行（境 91）→国領八丁目バス停下車 

・京王線 調布駅より 

京王バス／つつじが丘南口行（丘 31）→国領七丁目バス停下車 

 

SUTEKI NA OTONA KEIKAKU 

◆ 「すとっく」 って？？  

知識や経験を「STOCK」＝たくわえ

て素敵な大人になるという、施設のコ

ンセプトを表した造語です。 

 

また、ストックの花は一本の茎

にたくさんの花をつけることか

ら、コンセプトイメージに合致

するため、名称に採用されまし

た。 

素敵 な  大人   計画 

至 新宿 

至 調布 

国領七丁目 

国領八丁目 

三井住友 

銀行 

 
ワークライフカレッジ 

すとっく 



 調布市にお住まいで，受給者証をお持ちの方を対

象にした新たな事業が始まります。 

学校を卒業したけれど進路が定まらない方、現在

在宅生活が長く就労できるかを見極めたい方、居場

所や通える場所が欲しい方など、一人ひとりが活躍で

きる場を一緒に探していくことを目的とした新たな

取り組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ビジネスマナープログラム 

自分のことが 

知りたい 

失敗する経験・ 

失敗してもよい場所 
長期的な相談が 

出来るとよい 

仕事の体験を 

してみたい 

横のつながりが 

ほしい 

参加のハードルが 

高い 

居場所を見つけたい 

一歩外に出る 

きっかけがほしい 

様々なプログラムや体験を経て、自分自身の方向性を探していきます。 

◆ 事業概要・プログラム（例） ◆ 

◆生活訓練◆ 2年間（定員 10名） 

 
◎生活リズムを整えつつやりたいことを見つ

けたり挑戦してみるステージ 

 

 

・アート＆クラフト   

 

 

 

 

・      音楽 

 

 

 

・スポーツ＆エクササイズ 

 

 

 

 

・コミュニケーション 

プログラム 

 

 

 

 

・生活知識プログラム 

◆就労移行支援◆ 2年間（定員 10名） 

 
◎喫茶店「ほっとれーる」での清掃や準備、軽作業

等の実際業務を通して より具体的な就労スキル

を学びます。 

 

・作業訓練プログラム 

 

 

 

 

 

 

・就労準備プログラム 

 

 

 

 

 

 

 企業見学  職場体験  面接練習 

 履歴書作成  職場体験 
 

 

 

 

 
 

◆就労定着支援◆ 3年間 （※予定） 

 
◎就職し半年を経過した後、月 1回以上の面接と 

企業訪問を実施します。 

 

・就労継続について 

 雇用前実習  安定して業務を行う 

・就労課題の解決 

 定期職場訪問  関係機関連絡調整 

 ジョブコーチ支援 定期面談 

就労支援センター  
（ちょうふだぞう、ライズ） 

・必要に応じて、連携や支援の引継ぎ 

・概ね 1～3年後をめどに支援を移行 

・今までの支援の流れなど情報共有 

施設見学後、体験実習を行います。その後利用を希望の

方は市へ受給者証の申請を行っていただき、受給者証交

付後に利用契約を行い利用開始となります。 

生活訓練、就労移行支援ともにご自身の体力や希望、目

標に合わせて通所ペースや受講プログラムを決めること

ができます。実習後に改めて通所日数などを相談し設定

します。 

「経験」と「まなびなおし」で 

大人としての基礎作りを目指します 

まずは一度 

見に来てください！ 

見学お待ちしております。 


